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Ｑ１．日本の財政の現状について教えてください 

 2013 年度の国と地方の基礎的財政収支（プライマリー・バランス）は、内閣府によると

－27.8 兆円（ＧＤＰ比－5.7％）と大幅な赤字となっています（図表１）。政府は、国と

地方の基礎的財政収支について、2015 年度に 2010 年度と比べて赤字のＧＤＰ比を半減さ

せ（－3.3％）、2020 年度に黒字化させる目標を掲げています。そして、その後は債務残

高のＧＤＰ比を安定的に引き下げていくことを目指しています。 

 内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（2015 年 2 月）では、2023 年度までの基礎的

財政収支に関する試算が示されています。財政収支は、税収を通じて経済成長の影響を受

けることから、経済成長率について、①足もとの潜在成長率並み（実質１％弱、名目１％

半ば程度）で推移するケース（ベースラインケース）と、②日本経済が再生し、政府が目

指す実質２％以上、名目３％以上まで高まるケース（経済再生ケース）の２つのケースを

想定したうえで、試算が行われています。 

 試算結果をみると、政府が黒字化を目指す 2020 年度の基礎的財政収支は、①ベースライ

ンケースでは－16.4 兆円（ＧＤＰ比－3.0％）となっています。これに対して、②経済再

生ケースでは、高い経済成長率を背景に税収が増加することから、①ベースラインケース

と比較すると赤字幅は縮小しますが、それでも－9.4 兆円（ＧＤＰ比－1.6％）となって

います。政府が目指す高い経済成長率を実現できたとしても基礎的財政収支の黒字化は難

しいという結果となっています。 

 

図表 1. 内閣府による基礎的財政収支の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 年度は、消費税率が５％から８％に引き上げられたことに加え、円安などを背景に

企業の経常利益が過去最高となったこと、雇用者報酬が増加したことなどから、法人税、
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所得税が増加しました。この結果、国の一般会計の税収は、前年比＋7.0 兆円の 54.0 兆

円と、1993 年度以来の高い水準となり、政府の想定（内閣府の試算では 51.7 兆円）を上

回りました（図表２）。それでも、2014 年度の新規国債発行額（建設国債、特例国債）は

38.5 兆円であり、財政状況が厳しいことに変わりはありません。 

 

図表 2. 国の一般会計の税収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ2．政府はどのようにして黒字化を達成しようとしているのですか？ 

 政府は、デフレからの脱却と経済の再生を確実にするとともに、財政を健全化させるため、

政府だけでなく国民全体が参画する社会改革として、「経済・財政一体改革」を実施する

ことを「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（「骨太の方針」）において決定しました。 

 財政健全化にあたっての政府の基本的な考え方は「経済再生なくして財政健全化なし」で

あり、経済成長率を高めていけばそれに伴って税収が増加して、財政が健全化すると考え

ています。「経済・財政一体改革」では、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改

革」が３つの柱に据えられています。 

 「デフレ脱却・経済再生」への取り組みとしては、成長志向の法人税改革、規制改革、対

日直接投資などを促進していくとともに、健康産業、観光、農林水産業、エネルギー等の

成長産業化を進めるほか、人工知能やビッグデータなどを活用した「産業大変革」を具体

化するとしています。そして、企業収益の改善が雇用の増加や賃金の上昇に結び付き、そ

れが消費や投資の拡大につながるという「経済の好循環」をさらに拡大・進化させていく

方針です。 

 「歳出改革」、「歳入改革」についても、経済再生に寄与する改革であることが重要とされ

ています。今回の歳出改革は『公共サービスの無駄をなくし、質を改善するため、広く国
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民、企業、地方自治体等が自ら意欲を持って参加することを促し、民間の活力を活かしな

がら歳出を抑制する社会改革』であると述べられています。その中心となるのは、「公的

サービスの産業化」、「インセンティブ改革」、「公共サービスのイノベーション」です。 

 「歳入改革」では、消費税率を 2017 年 4 月に 10％に引き上げるものの、それ以外の国民

負担の増加は極力抑制するよう努めるとされています。国民負担の増加は、経済再生にマ

イナスの影響を与えるということがこの背景にあると考えられます。こうした中、企業の

新陳代謝や労働の移動を円滑化、促進する取り組みを強化し、企業収益と就業者の所得の

増加を支え、税収の増加につなげようとしています。また、「歳出改革」で取り組む「公

的サービスの産業化」や「公共サービスのイノベーション」は民間部門の拡大を通じて課

税ベースを拡大させることになります。こうしたことを通じて、税収をさらに増加させよ

うとしています。 

 

Ｑ3．「歳出改革」では具体的にはどのようなことが実施されるのですか？ 

・ 国の一般会計の歳出項目の中でも金額が最も大きな社会保障関係費は、2020 年度に向け

て、その伸びを高齢化による増加分と消費税率引き上げと同時に行う充実分だけにおさめ

ることを目指して、効率化や制度改革を進めていくとされています。たとえば、「公的サ

ービスの産業化」では、医療・介護、子育てを含む公共サービスとその周辺関連サービス

について、民間企業が医療機関・介護事業者、保育事業者などと連携して新しいサービス

が供給されるよう、促進するとされています（図表３）。 

・ また、「インセンティブ改革」では、個人に対して健康づくりの取り組み等に応じたヘル

スケアポイントの付与など、インセンティブを付与することにより、一人一人に疾病予防

や健康づくり、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を促すとしています。 

・ 後発医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であると承認されているものの、先発医薬品

と比較すると安価であるため、その利用が促進されれば、歳出の抑制につながります。そ

こで、他の先進国と比較すると低い水準にとどまっている数量シェアを 2017 年央に 70％

以上とし、2018 年度から 2020 年度末までの間のなるべく早い時期に 80％以上にすること

を目標としています。また、薬価改定の在り方について、国民負担の抑制につながるよう、

診療報酬全体への影響にも留意しつつ、2018 年度までの改定実績も踏まえ、その頻度を

含めて検討することになっています。 

・ 社会資本整備では、既存施設等の最大限の活用を図りつつ、国際競争力の強化、国土強靭

化、防災・減災対策などの分野について、選択と集中の下で重点化を進めるとされていま

す。公共施設の管理・運営については、たとえば民間の資金やノウハウを活かすＰＰＩ／

ＰＦＩ手法を活用して、コストの抑制を図りつつ、民間ビジネスの機会を拡大させるとし

ています。 

・ 地方財政では、窓口業務などの専門性は高いが定型的な業務については民間委託を進める
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ほか、社会資本整備や社会保障分野で地方の歳出効率化の妨げとなっている国の法令や制

度について改革を進めるとしています。また、「公共サービスのイノベーション」の一環

として、自治体間の行政効率を見える化し、自治体の行財政改革を促す方針です。このほ

か、自治体の取り組みを加速させるため、歳出効率化に向けて先進的な取り組みを行った

自治体が達成した経費水準を地方交付税の算定に反映させるトップランナー方式を活用

するとしています。 

・ こうした歳出改革は公共サービスの効率化という観点からは望ましいものですが、これら

の改革により、歳出全体がどの程度、抑制されるのかは現時点では明らかにはされていま

せん。 

 

図表 3. 歳出改革における具体的例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ4．財政健全化目標は達成できるのでしょうか？ 

 政府の財政健全化に関する基本的な考え方は、「経済再生なくして、財政健全化なし」で

あり、2017 年 4 月の消費税率の引き上げ以外は増税することなく、経済再生を通じて税

収を増やすことによって財政を健全化させようとするものと言えます。したがって、政府

の方針に基づいて財政健全化が順調に進むかどうかは、経済成長率が期待通りに高まるか、

それに伴って税収が増えるかに大きく依存しています。逆に言えば、経済成長率が期待し

た通りに高まらなければ、財政健全化目標の達成は難しいということであり、鍵を握るの

は今後の経済成長率ということになります。 

 中長期の平均的な経済成長率の目安になると考えられるものとして潜在成長率がありま

す。潜在成長率は、経済全体の供給力の伸びを表すものであり、労働力や資本、技術進歩

率などから推計されます。推計方法によって結果が異なるため、ある程度の幅をもって考

える必要がありますが、内閣府の推計では、日本の潜在成長率は足もとでは 0.6％程度と

なっています（図表４）。今後、成長戦略の実施により、女性や高齢者の労働参加率が上

昇し、供給力が強化されることが期待されていますが、高齢化の進展が続く中、生産年齢
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例の全国展開
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・公共サービスに関する情報（現状、
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・マイナンバー制度の活用やITを活用
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（出所）「経済財政運営と改革の基本方針2015」より作成
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人口は減少していく見通しです。こうした中で、中長期にわたって実質２％、名目３％を

超える経済成長を持続することは難しいと考えられます。 

 

図表 4. 日本の潜在成長率と経済成長率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の方針では、2020 年度の基礎的財政収支の黒字化に向けて、一般歳出（歳出総額か

ら国債費と地方交付税交付金を除いたもの）については、これまでの 3 年間の増加額が

1.6 兆円程度であることなどを踏まえ、この基調を 2018 年度まで継続するといった目安

は示されています。しかしながら、2020 年度に向けて、歳出と歳入がどのように推移す

るかといった過程は示されていません。当面は 2018 年度の基礎的財政収支のＧＤＰ比を

－１％程度とすることを目安に改革を進め、その進捗状況を 2018 年度に評価することに

なっています。そのときまでに経済成長率が政府の目指すようには高まらず、税収が期待

したほどには増えないということも考えられます。その場合には、2018 年度に、2020 年

度の基礎的財政収支の黒字化に向けた取り組みについて見直しを迫られることになるで

しょう。 
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